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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転中心を中心にして高速回転させることで解析を行う解析容器であって、
　前記回転中心を有する本体と、
　前記本体内に設けられ、液体試料を収納する第１のチャンバと、
　前記本体内に設けられた第２のチャンバと、
　前記第１のチャンバと前記第２のチャンバとを接続し、前記第１のチャンバから前記第
２のチャンバへ前記液体試料を移動させる液体流路と、
　前記第１のチャンバと前記第２のチャンバとを接続し、前記第２のチャンバから前記第
１のチャンバへ空気を移動させる空気流路と、
　前記液体流路上に設けられており、前記液体流路内における前記液体試料の移動を調整
する弁機構と、
を備え、
　前記液体流路が、前記第１のチャンバから前記回転中心から遠ざかる方向に延設された
導出流路を有し、
　前記弁機構が、前記導出流路の端部から回転軸方向に沿って延設された第１の流路を有
し、
　当該容器が前記液体試料の充填後に密閉された状態で使用される、
解析容器。
【請求項２】
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　前記液体流路は、前記第１のチャンバから出た流路が、前記回転中心から見て径方向外
側に向けて突出する谷部と、前記谷部を通過後再び前記回転中心側に向けて突出する山部
とを含むサイフォン形状の流路を有しており、
　前記弁機構は、前記液体流路上の前記谷部から前記山部にかかる位置に配置されている
、
請求項１に記載の解析容器。
【請求項３】
　回転中心を中心にして高速回転させることで解析を行う解析容器であって、
　前記回転中心を有する本体と、
　前記本体内に設けられ、液体試料を収納する第１のチャンバと、
　前記本体内に設けられた第２のチャンバと、
　前記第１のチャンバと前記第２のチャンバとを接続し、前記第１のチャンバから前記第
２のチャンバへ前記液体試料を移動させる液体流路と、
　前記第１のチャンバと前記第２のチャンバとを接続し、前記第２のチャンバから前記第
１のチャンバへ空気を移動させる空気流路と、
　前記空気流路における空気の移動を制御する弁機構と、を備え、
　前記弁機構は、前記第１のチャンバから延設された毛細管流路と、前記毛細管流路の端
部から回転軸方向に沿って延設された上流流路と、を有し、
　前記空気流路が、前記上流流路および前記毛細管流路を介して前記第１のチャンバと接
続され、
　前記弁機構は、前記毛細管流路に入れられた前記液体試料によって、前記空気流路にお
ける空気の移動を停止させ、
　当該容器が前記液体試料の充填後に密閉された状態で使用される、
解析容器。
【請求項４】
　前記毛細管流路は、前記第１のチャンバに接続される第１端から前記回転中心に近づく
方向に延設されており、前記第１端とは反対側の第２端が、前記上流流路に接続される、
請求項３に記載の解析容器。
【請求項５】
　前記弁機構は、前記第１のチャンバと前記毛細管流路との間に介在する下流流路を備え
、前記下流流路は、前記第１のチャンバに接続される第１端から回転軸方向に沿って延設
されており、当該第１端の反対側の第２端が前記毛細管流路と接続され、前記毛細管流路
が当該下流流路から前記回転中心に近づく方向に延設される、
請求項３または４に記載の解析容器。
【請求項６】
　前記毛細管流路は、前記回転中心に近い側の端部において、前記上流流路と接続されて
いる、
請求項５に記載の解析容器。
【請求項７】
　前記上流流路および前記下流流路の少なくとも一方の横断面の面積は、前記毛細管流路
よりも大きい、
請求項５または６に記載の解析容器。
【請求項８】
　前記下流流路は、略円形の横断面形状を有している、
請求項５から７のいずれか１項に記載の解析容器。
【請求項９】
　前記上流流路は、略円形の横断面形状を有している、
請求項３から８のいずれか１項に記載の解析容器。
【請求項１０】
　前記第１のチャンバと前記液体流路との接続点は、前記第１のチャンバと前記空気流路
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の接続点よりも、前記本体内のほぼ中央に設けられた回転中心から遠い位置にある、
請求項１から９のいずれか１項に記載の解析容器。
【請求項１１】
　前記液体流路は、毛細管現象の表面張力によって前記液体試料を移動させる、
請求項１から１０のいずれか１項に記載の解析容器。
【請求項１２】
　前記第１のチャンバは、前記本体内のほぼ中央に設けられた回転中心を中心とする回転
方向に直交する第１の壁面を有し、
　前記第１のチャンバと前記空気流路との接続点は、前記第１のチャンバにおける前記第
１の壁面の内周のコーナ近傍に設けられている、
請求項１から１１のいずれか１項に記載の解析容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、遺伝子などの解析容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の解析容器は、解析装置に設置され、解析容器内に注入した液体検体を解析するた
めに用いられる。この解析容器内には、液体検体を収納し処理するための複数のチャンバ
と、これらチャンバ間を繋ぐ流路とが設けられている。液体検体は、この流路にかかる毛
細管現象による表面張力や解析容器を回転させることによって発生する遠心力によって、
解析容器内に設けられたチャンバからチャンバへ、流路を通って所定の順に流れていく。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、チャンバに設けられた空気孔によって、解析容器内の液体検
体がチャンバ間の流路を流れやすくするよう構成された解析容器が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４６１９２２４号公報
【発明の概要】
【０００５】
　上記従来例における課題は、解析容器が密封されると、解析容器内の液体検体がチャン
バ間を移動できなくなってしまうことであった。
　すなわち、上記従来例の解析容器では、液体検体がチャンバ間を移動するためには、移
動する液体検体の体積に対応する量の空気を、チャンバに設けられた空気孔を通して外部
に出し入れする必要がある。このため、上記従来例の解析容器では、空気孔を通して空気
の出し入れができなくなる密封状態にすることができなかった。
【０００６】
　一方で、例えば、感染症などの診断のためにウィルスの遺伝子解析を行う場合には、増
幅反応の過程で大量に産出される増幅産物の放出を防ぐために、解析容器を密封する必要
がある。しかし、解析容器を密封してしまうと、上述のように、チャンバに対して、移動
する液体検体の体積に対応した空気の出し入れが外部からできないので、液体検体はチャ
ンバ間を移動できなくなる。
【０００７】
　そこで本発明は、解析容器が密封された状態であっても、解析容器内の液体検体をチャ
ンバ間において移動させることが可能な解析容器を提供することを目的とするものである
。
　そしてこの目的を達成するために本発明は、本体と、本体内に設けられ液体試料を収納
する第１のチャンバと、第２のチャンバと、液体流路と、空気流路と、を備えている。液
体流路は、第１のチャンバと第２のチャンバを接続し、第１のチャンバから第２のチャン
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バへ液体試料を移動させる。空気流路は、第１のチャンバと第２のチャンバを接続し、第
２のチャンバから第１のチャンバへ空気を移動させる。
（発明の効果）
　本発明に係る解析容器によれば、第１のチャンバから第２のチャンバへ液体流路を介し
て液体試料を移動させる場合には、第２のチャンバから第１のチャンバへ、移動する液体
試料の体積分だけ、空気流路を介して空気を移動させることができる。よって、解析容器
が密封された状態においても、解析容器内の液体検体をチャンバ間において移動させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】（ａ）～（ｄ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の工程図。
【図２】（ａ）～（ｃ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の工程図。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の工程図。
【図４】（ａ）および（ｂ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の下面図と上面図。
【図５】（ａ）～（ｎ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の解析工程図。
【図６】本発明の一実施形態を示す解析容器の下面図。
【図７】本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の斜視図。
【図８】本発明の一実施形態を示す前処理工程のフローチャート。
【図９】本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の上面図。
【図１０】本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の斜視図。
【図１１】（ａ）～（ｄ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の斜視図。
【図１２】（ａ）～（ｅ）の上段は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の上面
図。（ａ）～（ｅ）の下段は、上段のＡ－Ａ’線の矢視断面図。
【図１３】（ａ）および（ｂ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の斜視図
。
【図１４】（ａ）および（ｂ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の斜視図
。
【図１５】（ａ）および（ｂ）の上段は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の
上面図。（ａ）および（ｂ）の下段は、上段のＡ－Ａ’線の矢視断面図。
【図１６】本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の斜視図。
【図１７】（ａ）～（ｃ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の上面図。
【図１８】本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の上面図。
【図１９】（ａ）～（ｆ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の上面図。
【図２０】（ａ）および（ｂ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の上面図
と斜視図。
【図２１】（ａ）および（ｂ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の上面図
と斜視図。
【図２２】（ａ）および（ｂ）は、本発明の一実施形態を示す解析容器の主要部の上面図
と斜視図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態に係る解析容器を、遺伝子解析容器に適用した構成について
、添付図面を用いて説明する。
　なお、以下の説明において登場する「内周側」、「外周側」とは、後述する回転軸挿入
孔１２を回転中心とする円の内周側、外周側をそれぞれ意味するものとする。
（実施の形態１）
　図１（ａ）は、本実施形態の解析容器１の構成を示す斜視図である。
【００１０】
　解析容器１は、例えば、遺伝子の解析を行うために用いられる。
　使用者は、図１（ａ）に示すように、検体を採取したスワブ２を、解析容器１の本体１
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ａの挿入口３へ差し込む。続いて、使用者は、スワブ２の検体採取部分である先端部分２
ａを切断して、解析容器１の本体１ａ内に入れる。
　そして、使用者は、図１（ｂ）に示すように、挿入口３にキャップ（蓋）４ａを被せ、
図１（ｃ）に示すように、解析容器１を測定装置４の解析容器搬入トレイ５の上に載せる
。
【００１１】
　その後、使用者は、図１（ｄ）に示すように、解析容器搬入トレイ５を閉めて、測定装
置４内に解析容器１をセットする。
　解析容器１については、後で詳細に説明するが、挿入口３から注入された検体を流路で
構成された分岐路によって複数のチャンバに分岐し、各チャンバにおいて、試薬と反応さ
せ、その反応状況によって、遺伝子の解析を行う。
【００１２】
　図２（ａ）～図２（ｃ）および図３（ａ）～図３（ｃ）は、解析容器１の製造工程を示
す。
　図２（ａ）に示すように、解析容器１は、解析容器ベース６の上面に、上面フィルム７
が熱溶着される。熱溶着の具体的手段としては、レーザー溶着、超音波溶着等を利用する
ことができる。
【００１３】
　次に、図２（ｂ）に示すように、解析容器ベース６の下面側には、乾燥試薬が所定のチ
ャンバ８に塗布される。
　そして、図２（ｃ）に示すように、解析容器ベース６の下面側には、下面フィルム９が
熱溶着される。
　次に、図３（ａ）に示すように、上面フィルム７には、溶液試薬の充填口１０ａ，１０
ｂ，１０ｃが設けられている。そして、充填口１０ａには、検体抽出液４００ｕＬが充填
され、充填口１０ｂには、阻害緩和剤１０ｕＬが充填され、充填口１０ｃには、検体希釈
液４７７ｕＬが充填される。
【００１４】
　そして、図３（ｂ）に示すように、各充填口１０ａ，１０ｂ，１０ｃに溶液試薬が充填
された後、溶液試薬の充填口１０ａ，１０ｂ，１０ｃを塞ぐように、シール材１１が熱溶
着や接着剤等で貼り付けられる。これにより、図３（ｃ）に示すように、試薬を有する解
析容器１が完成する。
＜解析容器１のチャンバ及び流路の構成＞
　図４（ａ）および図４（ｂ）は、解析容器１の本体１ａ内に設けられたチャンバ及び流
路を示す。
【００１５】
　図４（ａ）は、解析容器１の本体１ａの下面透視図を示す。実線は、下面側に設けられ
たチャンバと流路を示し、点線は、上面側に設けられたチャンバと流路を示している。
　図４（ｂ）は、上面透視図を示す。実線は上面側に設けられたチャンバと流路を示し、
点線は、下面側に設けられたチャンバと流路を示している。
　図４（ａ）に示す下面透視図において、本体１ａのほぼ中央に設けられた回転軸挿入孔
１２には、測定装置４内に設けられた回転軸が挿入される。これにより、解析容器１は、
測定装置４において、回転及び揺動可能な状態で制御される。そして、本体１ａには、挿
入口３が設けられており、ここから検体が入れられる。
【００１６】
　検体は、上述したように、スワブ２の切断された先端部分２ａに付着した状態で、挿入
口３から入れられる。挿入口３の下方には、抽出液が予め充填された検体抽出チャンバ１
３が設けられている。
　検体抽出チャンバ１３の外周側には、検体定量チャンバ１４が設けられている。検体抽
出チャンバ１３と検体定量チャンバ１４とは、液体流路１５およびベント流路（空気流路
）１６によって繋がっている。
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【００１７】
　検体定量チャンバ１４の外周には、オーバフローチャンバ１７が設けられており、流路
１８によって繋がっている。
　また、検体定量チャンバ１４は、検体抽出チャンバ１３内の検体抽出液を、所定の体積
になるように定量化する。検体抽出液は、検体定量チャンバ１４で定量化された後、余剰
の検体抽出液がオーバフローチャンバ１７に溜められる。
【００１８】
　また、検体定量チャンバ１４は、混合チャンバ１９とも毛細管流路２０で繋がっている
。
　以上、検体抽出液の検体抽出チャンバ１３から混合チャンバ１９までの流路及びチャン
バの構成を説明した。
　次に、検体希釈液の検体希釈チャンバ２１から混合チャンバ１９までの流路及びチャン
バの構成を説明する。
【００１９】
　解析容器１の回転軸挿入孔１２の近傍の内周側には、検体希釈チャンバ２１が設けられ
ている。
　検体希釈チャンバ２１の外周側には、ブランクチャンバ２２が設けられており、検体希
釈チャンバ２１とブランクチャンバ２２とは、液体流路２３およびベント流路２４を介し
て繋がっている。
【００２０】
　また、ブランクチャンバ２２は、混合チャンバ１９とも毛細管流路２５で繋がっている
。
　以上、検体希釈液の検体希釈チャンバ２１から混合チャンバ１９までの流路およびチャ
ンバの構成を説明した。
　混合チャンバ１９は、試薬装填チャンバ２６と流路を介して繋がっている。試薬装填チ
ャンバ２６には、阻害緩和剤が予め充填されている。つまり、混合チャンバ１９では、検
体抽出液と、検体希釈液と、阻害緩和剤とが混合される。
【００２１】
　混合チャンバ１９で混合された混合液は、毛細管流路７６を経由して、分注チャンバ２
７に入る。その後、混合液は、複数の定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに流入し、所
定のチャンバ体積と同一の液量に定量される。余剰となった混合液は、オーバフローチャ
ンバ２９に入る。
　ここで、混合チャンバ１９に残留した混合液が、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃ
で定量化された後に流入する場合がある。この場合は、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２
８ｃにおいて正確な定量化を実施することが困難になって、その後の反応を正確に行わせ
ることができなくなる。このため、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃの上流側には、
トラップチャンバ３０と、トラップチャンバ３０と流路で接続された溜まり部３１とが設
けられている。
【００２２】
　これにより、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃにおける定量化が阻害されることな
く、正確な反応を行わせることができる。
　定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃで定量化された混合液は、反応チャンバ３２ａ，
３２ｂ，３２ｃにおいて乾燥試薬に接し、ポンプチャンバ３３ａ，３３ｂ，３３ｃで攪拌
されて、乾燥試薬と混ぜ合わされる。
＜解析容器１の解析工程＞
　図５（ａ）～図５（ｎ）は、解析容器１を測定装置４に設置しての解析工程を示す。
【００２３】
　解析工程は、図５（ａ）に示す前準備工程と、図５（ｂ）～図５（ｅ）に示す前処理工
程と、図５（ｆ）～図５（ｊ）に示す混合工程と、図５（ｋ）～図５（ｎ）に示す反応工
程と、を備えている。
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＜前準備工程の説明＞
　まず、前準備工程は、図５（ａ）に示すように、解析容器１の本体１ａに設けられた溶
液試薬の充填口１０ａ，１０ｂ，１０ｃ（図中の符号を省略）を用いて行われる。すなわ
ち、上述したように、充填口１０ａには、検体抽出液４００ｕＬが充填される。そして、
充填口１０ｂには、阻害緩和剤１０ｕＬが充填される。そして、充填口１０ｃには、検体
希釈液４７７ｕＬが予め充填される。
＜前処理工程の説明＞
　次に、前処理工程について説明する。前処理工程では、まず、検体を採取したスワブ２
の先端部分２ａが切断され、図５（ｂ）に示すように、これが検体抽出チャンバ１３内の
内周部分に固定される。
【００２４】
　次に、図５（ｃ）では、測定装置４内に設置した解析容器１を、回転軸挿入孔１２を回
転中心として、３５００ｒｐｍで高速回転させる。高速回転による遠心力によって、スワ
ブ２の先端部分２ａに付着していた検体が脱水され、検体抽出チャンバ１３内の抽出液と
混ざり合う。そして、阻害緩和剤１０ｕＬは、混合チャンバ１９に入る。このとき、阻害
緩和剤は、混合チャンバ１９に設けられた数十ｕＬ程度の貯留部７７に流入するため、下
流に流れることなく混合チャンバ１９に留まる。
【００２５】
　次に、図５（ｄ）では、解析容器１の回転を急停止させる。解析容器１の回転が止まる
ことによって、検体抽出液は、液体流路１５を毛細管力によって移動し、検体定量チャン
バ１４側の終端でその表面張力によって静止する。
　同時に、ベント流路１６には、検体抽出液が入って流路を塞ぐため、検体抽出液が空気
の移動を止めるように作用する。
【００２６】
　また、解析容器１の回転が止まることによって、検体希釈液は、液体流路２３を毛細管
力によって移動し、ブランクチャンバ２２側の終端でその表面張力によって静止する。
　同時に、ベント流路２４には、検体希釈液が入り流路を塞ぐので、空気の移動を止める
ように作用する。
　図５（ｅ）では、解析容器１を揺動動作させる。解析容器１の揺動動作によって、検体
抽出チャンバ１３内の検体と抽出液が攪拌される。このとき、検体抽出液や検体希釈液が
ベント流路１６，２４に入って流路を塞ぎ、空気の移動を止めるように作用する。この作
用によって、検体抽出チャンバ１３や検体希釈チャンバ２１に負圧が生じる。このため、
液体流路１５，２３内の検体抽出液および検体希釈液が検体定量チャンバ１４やブランク
チャンバ２２に流れ込むことを防止することができる。
＜混合工程の説明＞
　次に、混合工程について説明する。混合工程は、まず、図５（ｆ）に示すように、解析
容器１は、３５００ｒｐｍで高速回転される。高速回転による遠心力によって、ベント流
路１６を塞いでいた検体抽出液は、一旦、検体抽出チャンバ１３内に引き込まれる。そし
て、検体抽出液は、液体流路１５を通って、検体定量チャンバ１４に送液される。検体抽
出液は、検体定量チャンバ１４で定量化される。ここで、余った検体抽出液は、流路１８
を通って、オーバフローチャンバ１７に送液される。
【００２７】
　また、同時に、ベント流路２４を塞いでいた検体希釈液は、一旦、検体希釈チャンバ２
１内に引き込まれる。そして、希釈液は、液体流路２３を通って、ブランクチャンバ２２
に、送液される。
　次に、図５（ｇ）では、解析容器１の回転が急停止される。解析容器１の回転が止まる
ことによって、検体抽出液は、毛細管流路２０の混合チャンバ１９側の終端まで送液され
る。
【００２８】
　また、解析容器１の回転が止まることによって、検体希釈液は、毛細管流路２５の混合
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チャンバ１９側の終端まで送液される。
　次に、図５（ｈ）では、解析容器１は、３５００ｒｐｍで高速回転される。解析容器１
の高速回転の遠心力によって、検体抽出液は、ベント流路１６を通って混合チャンバ１９
に入る。そして、検体希釈液が、毛細管流路２５を通って、混合チャンバ１９に入る。阻
害緩和剤は、すでに混合チャンバ１９に入っている。このため、この時点で、検体抽出液
と検体希釈液と阻害緩和剤との３液が、混合チャンバ１９内に入っている。
【００２９】
　次に、図５（ｉ）では、解析容器１の回転を急停止する。解析容器１の回転が止まるこ
とによって、検体抽出液と検体希釈液と阻害緩和剤との３液の混合液は、毛細管流路７６
の分注チャンバ２７側の終端まで送液される。同時に、ベント流路３４には、混合液が入
って流路を塞ぐので、空気の移動を止めるように作用する。
　図５（ｊ）では、解析容器１を揺動動作させる。解析容器１の揺動動作によって、混合
チャンバ１９内の３液が攪拌されて混ざり合う。このとき、混合液がベント流路３４に入
って流路を塞ぎ、空気の移動を止めるよう作用する。この作用によって、混合チャンバ１
９に負圧が生じるので、毛細管流路７６内の混合液が分注チャンバ２７に流れ込むことを
防止することができる。
【００３０】
　次に、図５（ｋ）では、解析容器１は、３５００ｒｐｍで高速回転される。解析容器１
の高速回転によって生じる遠心力によって、ベント流路３４を塞いでいた混合液は、一旦
、混合チャンバ１９内に引き込まれる。そして、混合液は、ベント流路１６を通って、分
注チャンバ２７に送液される。混合液は、分注チャンバ２７を介して定量チャンバ２８ａ
，２８ｂ，２８ｃで定量化される。ここで、定量化によって余った混合液は、オーバフロ
ーチャンバ２９に送液される。
【００３１】
　次に、図５（ｌ）では、解析容器１の回転が急停止される。図５（ｍ）では、解析容器
１の回転数が２段階で切り替えられながら制御が行われる。具体的には、３０００ｒｐｍ
の高速回転を５秒間と、１００ｒｐｍの低速回転を５秒間とが切り替えられながら制御さ
れる。
　これにより、回転数の変化によって遠心力が変化するので、混合液は、反応チャンバ３
２ａ，３２ｂ，３２ｃと、その外周に接続されたポンプチャンバ３３ａ，３３ｂ，３３ｃ
との間を行ったり来たりする。ここで、反応チャンバ３２ａ，３２ｂ，３２ｃには、乾燥
試薬が予め装填されている。このため、混合液と乾燥試薬とが混ざり合いながら攪拌され
る。
【００３２】
　次に、図５（ｎ）に示すように、２４０ｒｐｍの中低速回転で解析容器１を制御する。
中低速回転時には、混合液は、内周側の反応チャンバ３２ａ，３２ｂ，３２ｃに送液され
た状態となる。
　このように、混合液が反応チャンバ３２ａ，３２ｂ，３２ｃに入った状態では、解析装
置は、解析容器１の温度環境が所定の温度になるように制御が行われる。その結果、反応
チャンバ３２ａ，３２ｂ，３２ｃの反応結果を、例えば、蛍光観察等で光学的に検出し、
検体中に含まれる測定対象遺伝子を分析することができる。
【００３３】
　以上のように、解析容器１の基本構成および解析容器１を用いた解析工程について説明
したが、本実施形態における解析容器１の主要な特徴点について、以下で具体的に説明す
る。
＜スワブ保持機構の説明＞
　図６は、前処理工程時における解析容器１の下面透視図を示す。
【００３４】
　上述したように、前処理工程では、まず、図６に示すように、検体を採取したスワブ２
の先端部分２ａが切断される。
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　解析容器１には、先端部分２ａを検体抽出チャンバ１３内の内周部分に固定するスワブ
保持部が設けられている。スワブ保持部は、検体抽出チャンバ１３内において、外周側の
突起（保持部）３５ａ，３５ｂと、内周側の検体抽出チャンバ１３の内壁（保持部、検体
抽出チャンバ壁部）３６との間において、切断されたスワブ２の先端部分２ａを挟持する
。これにより、先端部分２ａを動かないように保持することができる。
【００３５】
　また、図７に示すように、キャップ４ａの裏側にも、切断されたスワブ２の先端部分２
ａの後端を保持するガイド３７が設けられている。このため、解析容器１を高速に回転さ
せて、スワブ２の先端部分２ａに採取された検体を遠心力で検体抽出チャンバ１３の外周
側に脱水分離する場合でも、検体抽出チャンバ１３内の内周側に固定して保持することが
できる。
＜前処理工程のフローの説明＞
　ここで、従来の解析容器を用いた場合には、検体採取部に付着した検体から測定対象で
あるＤＮＡやＲＮＡ等の遺伝子を抽出する工程と、抽出された遺伝子を検体希釈液で適当
な濃度に希釈する工程とが行われる。そして、これら２つの前処理工程を予め反応容器外
で行い、ここで生成された混合液を解析容器に注入した後、試薬と反応させて解析が行わ
れる。
【００３６】
　本実施形態の解析容器１は、この前処理工程も含めた解析工程を実施可能に構成されて
いる。前処理工程のフォローチャートを図８に示す。
　具体的には、図８に示すように、前処理工程には、検体採取部を解析容器１の内部の検
体抽出液を入れたチャンバ内に保持する保持工程（Ｓ１）、解析容器１を３５００ｒｐｍ
の高速回転で回転させ、検体採取部の検体を遠心力によって脱水分離する検体分離工程（
Ｓ２）、抽出液中に分離した検体を、解析容器１を揺動させて抽出液と検体を攪拌する攪
拌工程（Ｓ３）が含まれる。
＜ベント流路の説明＞
　本実施形態の解析容器１は、例えば、被験者がインフルエンザ等の感染症に感染した疑
いがあり、どの型のインフルエンザに感染をしたのかを判定するために用いられる。より
詳細には、解析容器１は、インフルエンザウィルスの遺伝子を増幅し、感度を上げた後に
判定する、いわゆる遺伝子増幅のために用いられる。
【００３７】
　このような遺伝子を増幅して解析する場合には、増幅産物の放出を防止する為に、解析
容器１内を密閉して、外気からの空気（コンタミネーション）の流出入を防ぐ必要がある
。
　ここで、本実施形態の解析容器１は、密閉した状態で使用されるため、コンタミネーシ
ョンの混入を防止することができる。一方で、解析容器１内のチャンバ間において液体の
移動を行うためには、移動する液体の体積に相当する体積の空気を、チャンバ間において
移動させる必要がある。
【００３８】
　本実施形態の解析容器１のベント流路について説明する。
　図９は、解析容器１内に設けられた検体抽出チャンバ１３と検体定量チャンバ１４とを
示す。
　上述したように、検体抽出チャンバ１３の外周側には、検体定量チャンバ１４が設けら
れている。そして、検体抽出チャンバ１３と検体定量チャンバ１４とは、液体流路１５お
よびベント流路１６によって繋がっている。検体抽出液は、解析容器１において、液体流
路１５の毛細管力と、解析容器１を回転させることによって生じる遠心力とによって、検
体抽出チャンバ１３から検体定量チャンバ１４へ移動する。このとき、移動する検体抽出
液の体積に相当する体積の空気が、検体定量チャンバ１４から、ベント流路１６を経由し
て、検体抽出チャンバ１３に移動する。
【００３９】
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　つまり、２つのチャンバ間に液体を移動させるための流路（液体流路１５）と、空気を
移動させる流路（ベント流路１６）とがそれぞれ設けられていることで、密閉された解析
容器１において、ベント孔のない構成であっても液体の移動が可能となる。
＜ベント流路の弁機構の説明＞
　また、本実施形態のベント流路１６には、密閉型の解析容器１のチャンバ間の液体の移
動を可能にするだけではなく、液体の移動を正確に制御するための弁機構３８が設けられ
ている。
【００４０】
　図９に示すように、ベント流路１６の検体抽出チャンバ１３側には、検体抽出チャンバ
１３と検体定量チャンバ１４との間における空気の移動を制御する弁機構３８が設けられ
ている。
　図１０、図１１（ａ）～図１１（ｄ）は、ベント流路１６、およびベント流路１６の弁
機構について示す。
【００４１】
　図１０、図１１（ａ）～図１１（ｄ）に示す流路構成は、理解しやすいように、図９に
示す実際の流路構成の特徴部分を簡略化したものである。
　図１０は、解析容器１の本体１ａ内に設けられたベント流路１６の基本構成を模式的に
説明するための図面である。
　具体的には、解析容器１は、本体１ａ内に設けられ液体試料を収納する第１のチャンバ
３９（検体抽出チャンバ１３に対応）と、第２のチャンバ４０（検体定量チャンバ１４に
対応）と、第１のチャンバ３９と第２のチャンバ４０とを接続し第１のチャンバ３９から
第２のチャンバ４０へ液体試料を移動させる液体流路４１と、第１のチャンバ３９と第２
のチャンバ４０とを接続し第２のチャンバ４０から第１のチャンバ３９へ空気を移動させ
るベント流路（空気流路）４２（ベント流路１６に対応）と、を備えている。
【００４２】
　これにより、密閉された解析容器１内であっても、第１のチャンバ３９から第２のチャ
ンバ４０への液体の移動が可能となる。
　解析容器１の本体１ａ内のほぼ中央（図１０の上方）には、回転中心４３が設けられて
いる。第１のチャンバ３９と液体流路４１との接続点４４は、第１のチャンバ３９とベン
ト流路（空気流路）４２の接続点４５よりも、回転中心４３から遠い位置にある。
【００４３】
　これにより、回転中心４３を中心に回転させて解析容器１に遠心力を加えた場合には、
第１のチャンバ３９内の液体は、外周方向に移動し、液体流路４１の接続点４４から液体
流路４１に流れ込む。
　また、液体流路４１は、毛細管力によって液体を移動させる毛細管流路となっている。
よって、接続点４４から流れ込んだ液体試料は、毛細管力によって液体流路４１内を移動
し、第２のチャンバ４０の手前で、その表面張力によって停止する。
【００４４】
　図１１（ａ）～図１１（ｄ）は、ベント流路４２に弁機構４６を備えたものを示す。弁
機構４６は、空気の移動を停止させることで、液体流路４１内の液体試料の移動を止める
。
　図１１（ａ）～図１１（ｄ）は、上述した弁機構４６の他の例として、４つの構成の弁
機構６ａ，４６ｂ，４６ｃ，４６ｄを示す。
【００４５】
　図１１（ａ）に示す弁機構４６ａは、毛細管流路４７ａと第１の流路４８ａとを有して
いる。
　毛細管流路４７ａは、第１端が第１のチャンバ３９に接続され、回転中心４３に近づく
方向に延設され、第１端とは反対側の第２端が第１の流路４８ａと接続されている。そし
て、第１の流路４８ａは、鉛直方向上方に延設され、ベント流路４２と接続されている。
【００４６】
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　図１１（ｂ）に示す弁機構４６ｂは、毛細管流路４７ｂと第１の流路４８ｂとを有して
いる。
　毛細管流路４７ｂは、第１端が第１のチャンバ３９に接続され、回転中心４３に近づく
方向に延設され、第１端とは反対側の第２端が第１の流路４８ｂと接続されている。そし
て、第１の流路４８ｂは、鉛直方向下方に延設され、ベント流路４２と接続されている。
【００４７】
　第１の流路４８ａ，４８ｂは、略円形の横断面形状を有している。そして、横断面の面
積は、毛細管流路４７ａ，４７ｂよりも大きい。
　これにより、第１の流路４８ａ，４８ｂ内では、毛細管力が働かないので、毛細管力に
よって液体試料は移動しない。
　弁機構４６ａ，４６ｂは、ベント流路４２の空気の移動を停止するものであるが、これ
は、毛細管流路４７ａ，４７ｂに液体を入れて毛細管流路４７ａ，４７ｂを塞ぐことで、
ベント流路４２の空気の移動を停止させる。
【００４８】
　図１１（ｃ）に示す弁機構４６ｃは、毛細管流路４７ｃと第１の流路４８ｃと第２の流
路４９とを有している。
　第１の流路４８ｃは、第１端が第１のチャンバ３９に接続され、鉛直方向上方に延設さ
れ、反対側の第２端が毛細管流路４７ｃに接続されている。そして、毛細管流路４７ｃは
、回転中心４３に近づく方向に延設されて第２の流路４９と接続されている。
【００４９】
　第２の流路４９は、鉛直方向下方に延設され、ベント流路４２と接続されている。
　弁機構４６ｄは、図１１（ｄ）に示すように、毛細管流路４７ｄと第１の流路４８ｄと
第２の流路４９とを有している。
　第１の流路４８ｄは、第１端が第１のチャンバ３９に接続され、鉛直方向下方に延設さ
れ、第１端とは反対側の第２端が毛細管流路４７ｄに接続されている。毛細管流路４７ｄ
は、回転中心４３に近づく方向に延設され、第２の流路４９と接続されている。そして、
第２の流路４９は、鉛直方向上方に延設され、ベント流路４２と接続される。
【００５０】
　第１の流路４８ｃ，４８ｄ、第２の流路４９は、略円形の横断面形状を有している。そ
して、その横断面の面積は、毛細管流路よりも大きい。また、第１の流路４８ｃ，４８ｄ
、第２の流路４９の横断面形状は、略円形になるように形成されている。これにより、第
１の流路４８ｃ，４８ｄ内ではエッジがないので液体が伝播しない。また、横断面の面積
が毛細管流路と比較して十分に大きいので、第１の流路４８ｃ，４８ｄ、第２の流路４９
では、液体の表面張力による伝播がない。つまり、第１の流路４８ａ，４８ｂおよび第２
の流路４９内では、毛細管力が働かないので液体が移動しない。
【００５１】
　以下、本実施形態において説明した第１の流路４８ａ～４８ｄおよび第２の流路４９は
、鉛直方向に沿って延設された管状の流路であって、略円形の横断面形状を有している。
そして、この横断面の面積が毛細管流路４７と比較して十分に大きい。
　これにより、液体の表面張力による伝播がない。つまり、第１の流路４８ａ～４８ｄお
よび第２の流路４９内では、毛細管力が働かないので液体試料が移動しない。
【００５２】
　弁機構４６ｃ，４６ｄは、ベント流路４２の空気の移動を制御する。より具体的には、
毛細管流路４７ｃ，４７ｄに液体を入れて毛細管流路４７ｃ，４７ｄを塞ぐことで、ベン
ト流路４２の空気の移動を停止させる。
　また、液体で塞がっている毛細管流路４７ａ，４７ｂ，４７ｃ，４７ｄは、第１のチャ
ンバ３９との接続部分から回転中心４３に近づく方向に延設されている。このため、解析
容器１に毛細管流路と第１のチャンバ３９の間に働く表面張力よりも強い遠心力を加えた
場合には、毛細管流路４７ａ，４７ｂ，４７ｃ，４７ｄ内の液体は、遠心力によって、外
周方向の第１のチャンバ３９に戻っていく。
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【００５３】
　これにより、ベント流路４２内における空気の移動を再開させることができる。
　図１２（ａ）～図１２（ｅ）は、ベント流路４２と弁機構４６ａ～４６ｄとを用いた流
路構成における液体の移動を示す。
　なお、図１２（ａ）～図１２（ｅ）の上段側には、流路構成の上面図、下段側には、上
面図のＡ－Ａ‘断面図を示している。
【００５４】
　図１２（ａ）において、静止した状態から、図１２（ｂ）の解析容器１を回転させて、
遠心力（図中矢印）を加えた状態では、液体流路４１の接続点４４から液体流路４１内に
液体試料が引き込まれ、液体流路４１内において移動する。
　液体流路４１は、回転中心４３から見て、第１のチャンバ３９から径方向外側に向けて
延設され、径方向外側に屈曲した谷部４１ａを通過後、再び回転中心側に延設されている
。そして、液体流路４１は、回転中心側に屈曲する山部４１ｂを有し、第２のチャンバ４
０に接続するサイフォン形状を有している。
【００５５】
　図１２（ｂ）の遠心力を加えた状態では、液体は、回転中心を中心とする径方向におい
て、液体流路４１の谷部４１ａから山部４１ｂに至る第１のチャンバ３９内の液面とほぼ
同じ位置まで移動して停止している。
　図１２（ｂ）の下段断面図に示すように、この時点では、まだ液体試料は弁機構４６に
入っていない。
【００５６】
　この後、図１２（ｃ）に示すように、回転が急停止すると遠心力がなくなるため、液体
は、第２のチャンバ４０と液体流路４１との接続点５０まで移動して停止する。同時に、
回転が急停止したことで、第１のチャンバ３９内の液体は、回転方向（図中の右側）に直
交する第１の壁面８０に波打ってぶつかる。
　第１のチャンバ３９とベント流路４２との接続点５１は、第１の壁面８０の内周側のコ
ーナ近傍に設けられている。このため、第１の壁面８０にぶつかった液体は、接続点５１
からベント流路４２の弁機構４６内に入っていく。
【００５７】
　その結果、液体は、第１のチャンバ３９とベント流路４２との接続点５１から弁機構４
６ａ～４６ｄの毛細管流路の中に入って、毛細管力によって毛細管流路内を満たすことで
、ベント流路４２の空気の移動を停止させる。
　ここで、図１２（ｃ）の下段の断面図に示すように、弁機構４６ａ～４６ｄの毛細管流
路と繋がっている第１の流路４８ａ，４８ｂおよび第２の流路４９は、毛細管流路ではな
い。よって、液体は、毛細管力が働かないこれらの流路には引き込まれない。
【００５８】
　また、ベント流路４２の弁機構４６ｃ，４６ｄは、図１１（ｃ）、図１１（ｄ）に示す
ように、毛細管流路４７ｃ，４７ｄと第１のチャンバ３９とが第１の流路４８ｃ，４８ｄ
を介して接続されている。このため、図１１（ａ）、図１１（ｂ）の弁機構４６ａ，４６
ｂと比較して、毛細管流路４７ｃ，４７ｄに第１のチャンバ３９内の液体が入りにくい。
　このような場合には、第１の流路４８ｃ，４８ｄを介して、第１のチャンバ３９と繋が
っている毛細管流路４７ｃ，４７ｄに確実に液体を入れるために、図１２（ｄ）に示すよ
うな攪拌動作を行う。
【００５９】
　攪拌動作は、解析容器１を順回転、逆回転を交互に行う揺動運動によって行われる。こ
れにより、第１の流路４８ｃ，４８ｄを介して、第１のチャンバ３９と繋がっている毛細
管流路４７ｃ，４７ｄに、確実に液体を入れることができる。
　この攪拌動作は、第１のチャンバ３９内の液体を攪拌させるために必要な動作である。
しかし、このような揺動運動には、外乱としての遠心力が作用するので、図１１（ｃ）に
おいて、液体流路４１と第２のチャンバ４０との接続点５０で停止している液体が、誤っ
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て第２のチャンバ４０内に入ってしまうおそれがある。
【００６０】
　本実施形態の解析容器１では、このように揺動動作によって遠心力を受けた場合でも、
第１のチャンバ３９内の液体を攪拌させながら、同時にベント流路４２の弁機構４６ｃ，
４６ｄを閉じて空気の移動を停止させる。これにより、接続点５０で停止している液体が
誤って第２のチャンバ４０内に入ってしまうことを回避しつつ、安定した攪拌動作が可能
となる。
【００６１】
　図１２（ｄ）の攪拌動作が終了した後には、図１２（ｅ）に示すように、再び、解析容
器１を回転させて遠心力（図中矢印）を発生させる。液体で塞がっている毛細管流路４７
ａ，４７ｂ，４７ｃ，４７ｄは、第１のチャンバ３９に対して、回転中心４３に近づく方
向に延設されている。このため、解析容器１に遠心力を加えた場合には、毛細管流路４７
ａ，４７ｂ，４７ｃ，４７ｄ内の液体は、遠心力によって、外周方向の第１のチャンバ３
９に戻っていく。これにより、ベント流路４２の空気の移動が回復する。
【００６２】
　そして、液体流路４１と第２のチャンバ４０との接続点５０で停止している液体は、遠
心力と、ベント流路４２による空気の移動によって、確実に第２のチャンバ４０内に移動
させることができる。
　以上の構成においては、ベント流路４２によって、第１のチャンバ３９と第２のチャン
バ４０とが接続された構成について説明した。
【００６３】
　しかし、図１３（ａ）および図１３（ｂ）に示すように、第１のチャンバ３９に接続さ
れたベント流路４２の第２端が、解析容器１の本体１ａ表面に設けられた開口５１ａと連
通した構成でもよい。この構成においては、解析容器１は、密閉したものではなく開放型
、つまり空気外部循環型であるため、外気の取り込みが可能である。
　以上のように、本実施形態の解析容器１では、本体１ａと、本体１ａ内に設けられ液体
試料を収納する第１のチャンバ３９と、第２のチャンバ４０と、第１のチャンバ３９と第
２のチャンバ４０とを接続し第１のチャンバ３９から第２のチャンバ４０へ液体試料を移
動させる液体流路４１と、第１のチャンバ３９に接続された第１のチャンバ３９の空気を
移動させるベント流路４２と、を備えている。そして、ベント流路４２には、空気の移動
を制御する弁機構４６ａ～４６ｄが設けられている。
【００６４】
　これにより、密閉された解析容器１内の液体検体を、チャンバ間において正確に移動さ
せることができる。
　すなわち、本実施形態の解析容器１では、第１のチャンバ３９に液体検体を保持してお
きたい場合、例えば、第１のチャンバ３９内の液体を攪拌する場合には、ベント流路４２
の弁機構４６ａ～４６ｄを閉じた状態にする。
【００６５】
　これにより、第１のチャンバ３９内にベント流路４２から空気が入ってこないので、第
１のチャンバ３９内に発生する負圧によって、第１のチャンバ３９から液体検体が出にく
い状態とし、液体検体を保持しておくことができる。この結果、解析容器１内の液体検体
を、チャンバ間において正確に移動させることができる。
＜液体流路の弁機構の説明＞
　次に、液体流路の弁機構について説明する。
【００６６】
　再び、図９に戻って、液体流路１５の弁機構５２を説明する。
　図９に示すように、液体流路１５の検体抽出チャンバ１３側には、液体流路１５内の液
体試料の移動を制御する弁機構５２が設けられている。
　図１４（ａ）および図１４（ｂ）は、液体流路４１（液体流路１５に対応）の弁機構５
２について示す。
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【００６７】
　図１４（ａ）および図１４（ｂ）に示す流路構成は、理解しやすいように、図９に示す
実際の流路構成の特徴部分を簡略化したものである。
　図１４（ａ）および図１４（ｂ）は、解析容器１の本体１ａ内に設けられた液体流路１
５の弁機構５２の基本構成を模式的に示している。
　図１４（ａ）に示すように、解析容器１には、本体１ａと、本体１ａ内に設けられ液体
試料を収納する第１のチャンバ３９（検体抽出チャンバ１３に対応）および第２のチャン
バ４０（検体定量チャンバ１４に対応）と、が設けられている。さらに、解析容器１には
、第１のチャンバ３９と第２のチャンバ４０とを接続し、第１のチャンバ３９から第２の
チャンバ４０へ液体試料を移動させる液体流路４１（液体流路１５に対応）が設けられて
いる。
【００６８】
　液体流路４１上には、液体流路４１内における液体試料の移動を調整する弁機構５２が
設けられている。
　液体流路４１は、第１のチャンバ３９に接続される導出流路５３ａと、第２のチャンバ
４０に接続される導入流路５３ｂと、を有している。
　弁機構５２は、導出流路５３ａに連結されている。弁機構５２は、図１４（ａ）に示す
鉛直方向上方に延設された第１の流路５４ａ、または、図１４（ｂ）に示す鉛直下方に延
設された第１の流路５４ｂを有している。
【００６９】
　導出流路５３ａは、毛細管力によって液体試料を移動させる毛細管流路によって構成さ
れている。弁機構５２から第２のチャンバ４０までの導入流路５３ｂも、毛細管流路によ
って構成されている。
　そして、導出流路５３ａは、第１端が第１のチャンバ３９に接続されるとともに、第１
端から回転中心４３から遠ざかる方向に延設され、第１端とは反対側の第２端が第１の流
路５４ａ，５４ｂと接続されている。
【００７０】
　第１の流路５４ａ，５４ｂは、長手方向に垂直な横断面の面積は、毛細管流路である導
出流路５３ａ、または導入流路５３ｂよりも大きく、略円形の横断面形状を有している。
　第１の流路５４ａ，５４ｂは、横断面の面積が、毛細管流路である導出流路５３ａ、導
入流路５３ｂよりも広いことに加えて、横断面の形状が略円形であるため、内部の液体に
毛細管力が働かない。
【００７１】
　図１５（ａ）および図１５（ｂ）は、弁機構５２を用いた液体試料の流れを示す。
　図１５（ａ）においては、解析容器１には遠心力はかかっていない静止状態となってい
る。この状態では、第１のチャンバ３９内の液体試料は、導出流路５３ａの毛細管力によ
って流れ、第１の流路５４ａの手前で止まる。これは第１の流路５４ａには、毛細管力が
働かないためである。
【００７２】
　そして、図１５（ｂ）に示すように、解析容器１を回転させると、第１のチャンバ３９
、および導出流路５３ａ内の液体試料に遠心力が加えられる。
　これにより、液体試料が、第１の流路５４ａを通過し、導入流路５３ｂ内を移動し、遠
心力とのバランスが釣り合う位置、すなわち、回転中心を中心とする円の径方向において
第１のチャンバ３９内の液体試料の液面とほぼ同じ位置まで移動する。そして、解析容器
１の回転が止まると、液体試料は、導入流路５３ｂの毛細管力によって、第２のチャンバ
４０手前まで移動し、その表面張力によって静止する。そして、再び、解析容器１を回転
させると、液体試料は、遠心力を受けて第２のチャンバ４０に入っていく。
【００７３】
　ここで、仮に、弁機構５２がない構成の場合には、液体試料は液体流路４１の毛細管力
によって、静止した状態において、一気に第２のチャンバ４０手前まで移動してしまうお
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それがあり、段階的な液体試料の移動の制御ができない。
　本実施形態の解析容器１は、弁機構５２を備えていることで、上記のように、液体試料
の静止、回転、静止、回転の４段階の制御を行うことができる。この結果、第１のチャン
バ３９から第２のチャンバ４０への液体試料の流れを正確に制御することができる。
【００７４】
　すなわち、本実施形態の解析容器１では、第１のチャンバ３９から液体流路４１を介し
て、第２のチャンバ４０に液体試料を送る場合に、流路内の液体試料の毛細管力の大きさ
に関わらず、流路の弁機構５２に設けられた第１の流路５４ａにおいては、表面張力だけ
では、第１の流路５４ａに生じる高さを液体試料が上がりきらない、または、第１の流路
５４ｂの高さを下がりきらない。
【００７５】
　これにより、液体試料は、第１の流路５４ａの下方、または第１の流路５４ｂの上方に
留めることができる。よって、液体試料をこの位置で確実に保持することが可能となる。
　この状態から、解析容器１を回転させることによって、第１のチャンバ３９、および導
出流路５３ａ内の液体試料に遠心力が加わる。
　このとき、第１のチャンバ３９内の液体試料と、導出流路５３ａ内の液体試料とには、
径方向外側に向かって遠心力が加わる。そして、この遠心力に押されながら、導出流路５
３ａ内の液体試料は、径方向外側へ移動して第１の流路５４ａに流れ込み、径方向外側の
面に押し付けられて第１の流路５４ａ内を移動する。
【００７６】
　これにより、液体試料が、第１の流路５４ａ内を鉛直方向上方へ上りきる、あるいは、
第１の流路５４ｂ内を鉛直方向下方へ下がりきる。そして、液体試料は、導入流路５３ｂ
内を毛細管力および遠心力によって、第２のチャンバ４０まで移動する。この結果、解析
容器１内の液体試料をチャンバ間において正確に移動させることができる。
＜定量チャンバの説明＞
　次に、定量チャンバについて説明する。
【００７７】
　再び図４に戻り、分注チャンバ２７と、複数の定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに
ついて説明する。
　上述したように、混合チャンバ１９で混合された混合液は、毛細管流路７６を経由して
、分注チャンバ２７に入る。分注チャンバ２７から分注された混合液は、複数の定量チャ
ンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに定量分注される。
【００７８】
　分注チャンバ２７から、複数の定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに定量化される場
合には、解析容器１は、高速で回転している状態となっている。このため、遠心力によっ
て、定量チャンバ２８ａ、定量チャンバ２８ｂ、定量チャンバ２８ｃの順に、段階的に液
体試料の定量化が行われる。
　分注チャンバ２７は、回転中心（回転軸挿入孔１２）に対して円弧状に形成されている
。定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃは、分注チャンバ２７に対して、径方向外周側に
櫛状に延設されている。すなわち、複数の定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃは、回転
中心（回転軸挿入孔１２）に対し、ほぼ同じ円周上に配置されている。
【００７９】
　図１６は、分注チャンバ２７と定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃとの構成斜視図を
示す。
　分注チャンバ２７と定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃとのそれぞれの接続部分には
、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに液体を流入される流入口５６ａ，５６ｂ，５６
ｃと、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃから液体を流出させる流出口５７ａ，５７ｂ
，５７ｃとが設けられている。
【００８０】
　これら流入口５６ａ，５６ｂ，５６ｃおよび流出口５７ａ，５７ｂ，５７ｃは、接続部
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分に設けられた隔壁５８ａ，５８ｂ，５８ｃの両端に設けられている。そして、複数の隔
壁５８ａ，５８ｂ，５８ｃと、隔壁５８ａ，５８ｂ，５８ｃの両端に設けられた複数の流
入口５６ａ，５６ｂ，５６ｃおよび流出口５７ａ，５７ｂ，５７ｃとは、回転中心を中心
とするほぼ同じ円周上に配置されている。
【００８１】
　図１７（ａ）～図１７（ｃ）は、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃにおいて液体試
料を定量化するプロセスを示す。
　図１７（ａ）においては、流入口５６ａ，５６ｂ，５６ｃと、流出口５７ａ，５７ｂ，
５７ｃの開口面積は、表面張力が生じる程度の大きさになるように形成されている。そし
て、分注チャンバ２７から、複数の定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに移動した液体
試料が定量化される際には、まず、液体試料が、流入口５６ａから定量チャンバ２８ａへ
流入する。
【００８２】
　このとき、解析容器１の回転に生じる遠心力によって、液体試料は、流入口５６ａに生
じる表面張力よりも強い力（遠心力）を受けて定量チャンバ２８ａへ流入する。そして、
定量チャンバ２８ａを超えて、オーバーフローした液体試料は、流出口５７ａから流出し
て、次の定量チャンバ２８ｂ、２８ｃへと順に流れ込む。
　そして、図１７（ｂ）においては、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃが液体試料に
よって充填されて定量化されると、解析容器１の回転が停止され、液体試料に遠心力はか
からない状態となる。このとき、解析容器１の回転が停止した状態では、流入口５６ａ，
５６ｂ，５６ｃおよび流出口５７ａ，５７ｂ，５７ｃは、液体試料に働く表面張力によっ
て液体試料を定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに保持する表面張力弁として機能する
。
【００８３】
　このため、液体試料は、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに対して流入・流出がで
きない状態となる。よって、重力などの外乱によって、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２
８ｃの液体試料が、他の定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに流出することを防ぐこと
ができる。
　これにより、各定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに保持された検体量のばらつきを
抑えることができる。その結果、適切な分析を行うことができる。
【００８４】
　本実施形態では、定量化のためには、更に２つのチャンバが設けられている。１つ目の
チャンバは、余剰となった混合液を収納するオーバフローチャンバ２９である。２つ目の
チャンバは、トラップチャンバ３０である。
　すなわち、混合チャンバ１９に残留した混合液が、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８
ｃにおける定量化の後、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃに流入してしまう場合があ
る。この場合には、定量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃの定量化を阻害して、その後の
反応を正確に行わせることが難しくなるおそれがある。
【００８５】
　そこで、本実施形態の解析容器１では、図１７（ａ）～図１７（ｃ）に示すように、定
量チャンバ２８ａ，２８ｂ，２８ｃの上流側に設けられたトラップチャンバ３０、トラッ
プチャンバ３０と流路を介して接続された溜まり部３１とを備えている。
　これにより、混合チャンバ１９に残留した混合液によって定量チャンバ２８ａ，２８ｂ
，２８ｃにおける定量化を阻害することなく、正確な反応を行わせることができる。
＜同期流路の説明＞
　次に、同期流路について説明する。
【００８６】
　図１８は、同期流路の構成を示す。
　同期流路は、液体試料を収納する第１のチャンバ５９と、液体流路６１と、弁機構６２
と、解析容器１の回転中心４３と、を備えている。
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　液体流路６１は、混合チャンバ６７と、第１のチャンバ５９と混合チャンバ６７とを接
続し第１のチャンバ５９から混合チャンバ６７へ液体試料を移動させる。
【００８７】
　また、液体流路６１は、第１のチャンバ５９との接続部分から、回転中心４３から見て
径方向外側に向かって突出する谷部６３ａと、谷部６３ａを通過後再び回転中心４３側に
向かって突出する山部６４ａとを含むサイフォン形状の流路を複数組み合わせて構成され
ている。
　そして、液体流路６１における谷部６３ｂから山部６４ｂに向かう途中の位置に、弁機
構６２が設けられている。すなわち、図１８に示すように、液体流路６１には、第１のチ
ャンバ５９との接続部分から、１つ目の谷部６３ａ、１つ目の山部６４ａを通過した後、
再び径方向外側に向かって突出する２つ目の谷部６３ｂを通過した位置から、回転中心４
３側に向かって突出する２つ目の山部６４ｂまでの間の位置に、弁機構６２が設けられて
いる。
【００８８】
　弁機構６２は、液体流路６１上に設けられており、液体流路６１における液体試料の移
動を調整する。また、弁機構６２は、図１８に示すように、回転中心４３から見て、第１
のチャンバ５９よりも径方向において遠い位置に設けられている。
　そして、液体流路６１の谷部６３ａ，６３ｂは、回転中心４３から見て、第１のチャン
バ５９よりも径方向において遠い位置に設けられている。液体流路６１の山部６４ａ，６
４ｂは、回転中心４３から見て、第１のチャンバ５９よりも径方向に近い位置に設けられ
ている。
【００８９】
　より具体的には、谷部６３ａ，６３ｂおよび山部６４ａ，６４ｂは、解析容器１の回転
によって生じる遠心力によって、液体試料が径方向外側に移動した場合の液面の高さに対
して設けられている。
　すなわち、液体流路６１の谷部６３ａ，６３ｂは、回転中心４３から見て、第１のチャ
ンバ５９の液面の高さよりも径方向に遠い位置に設けられている。また、液体流路６１の
山部６４ａ，６４ｂは、回転中心４３から見て、第１のチャンバ５９の液面の高さよりも
径方向に近い位置に設けられている。
【００９０】
　図１９（ａ）～図１９（ｆ）は、同期流路における同期の工程を示す。
　図１９（ａ）～図１９（ｆ）に示す同期流路は、図１８で説明した同期流路の構成に加
えて、第３のチャンバ６５と、第４のチャンバ６６と、混合チャンバ６７と、サイフォン
型流路６８と、サイフォン型流路６９とをさらに備えている。
　第３のチャンバ６５および第４のチャンバ６６は、液体試料を貯留している。
【００９１】
　サイフォン型流路６８は、第３のチャンバ６５と混合チャンバ６７とを接続する。
　サイフォン型流路６９は、第４のチャンバ６６と混合チャンバ６７とを接続する
　図１９（ａ）は、解析容器１の回転が停止した状態を示す。
　このとき、第１のチャンバ５９、第３のチャンバ６５、第４のチャンバ６６内には、そ
れぞれ液体試料が貯留されている。
【００９２】
　次に、図１９（ｂ）は、解析容器１が高速回転している状態を示す。
　このとき、第１のチャンバ５９、第３のチャンバ６５、第４のチャンバ６６内の液体試
料は、液体流路６１、サイフォン型流路６８，６９内を移動する。そして、液体試料は、
液体流路６１の毛細管力と遠心力とが釣り合うポイント、つまり第１のチャンバ５９内の
液体試料が遠心力を受けて径方向外側に移動した際の液面高さと同じ径方向における位置
で停止する。
【００９３】
　第１のチャンバ５９内の液体試料は、液体流路６１内を移動して、谷部６３ａから山部
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６４ａに至るポイント７０において停止する。
　第３のチャンバ６５内の液体試料は、サイフォン型流路６８内を移動して、谷部６８ａ
から山部６８ｂに至るポイント７１において停止する。
　第４のチャンバ６６内の液体試料は、サイフォン型流路６９内を移動して、谷部６９ａ
から山部６９ｂに至るポイント７２において停止する。
【００９４】
　次に、図１９（ｃ）は、再び解析容器１の回転が停止した状態を示す。
　このとき、遠心力がなくなるので、液体流路６１内の液体試料は、それぞれ毛細管力に
よって移動する。そして、液体試料は、サイフォン型流路６８，６９内において、混合チ
ャンバ６７との接続点まで移動し、表面張力によって停止する。そして、液体流路６１内
の液体試料は、弁機構６２との接続点まで移動し、表面張力によって停止する。
【００９５】
　次に、図１９（ｄ）は、再び解析容器１が高速回転している状態を示す。
　このとき、混合チャンバ６７との接続点において表面張力で停止していたサイフォン型
流路６８，６９内の液体試料は、図中矢印方向に働く遠心力によって混合チャンバ６７に
流入し、他の液体試料と混ざり合う。そして、弁機構６２との接続点において表面張力で
停止していた液体流路６１内の液体試料は、遠心力によって弁機構６２を通過し、液体流
路の毛細管力と遠心力とが釣り合うポイント７３において停止する。
【００９６】
　次に、図１９（ｅ）は、再び解析容器１の回転が停止した状態を示す。
　このとき、液体流路６１内の液体試料は、遠心力が働かないため、毛細管力によって移
動し、液体流路６１内の液体試料は、混合チャンバ６７との接続点まで移動し、表面張力
によって停止する。
　次に、図１９（ｆ）は、再び解析容器１が高速回転している状態を示す。
【００９７】
　このとき、混合チャンバ６７との接続点において表面張力で停止していた液体流路６１
内の液体試料は、遠心力によって混合チャンバ６７に入り、他の液体試料と混ざり合う。
　以上の流路構成において、上記工程を行うことによって、第３のチャンバ６５および第
４のチャンバ６６に貯留された液体試料を混合チャンバ６７内において混合した後、第１
のチャンバ５９内の液体試料を混合チャンバ６７内へ移動させることができる。
【００９８】
　これにより、第３・第４のチャンバ６５，６６に貯留された液体試料を混合チャンバ６
７において混ぜ合わせた後、第１のチャンバ５９内の液体試料を混合チャンバ６７に移動
させて、３種類の液体試料を段階的に混ぜ合わすことが可能となる。
　例えば、第３のチャンバ６５には、検体細胞を含んだ液体を入れ、第４のチャンバ６６
には、細胞壁溶解液を入れ、第１のチャンバ５９内には細胞の特定の遺伝子を認識するた
めのマーカ試薬を入れる。
【００９９】
　この場合には、まず、検体細胞を含んだ液体と細胞壁溶解液とを混合チャンバ６７内へ
移動させて混合する。次に、マーカ試薬を混合チャンバ６７内へ移動させて、件体細胞を
含む液体と細胞壁溶解液との混合液と混ぜ合わせる。
　これにより、検体細胞の細胞壁を溶かして、中の細胞の遺伝子部分だけを取り出した後
、そこに遺伝子を認識するマーカ試薬を混合することで、特定の遺伝子の有無を確認する
ことができる。
【０１００】
　図２０（ａ）および図２０（ｂ）、図２１（ａ）および図２１（ｂ）、図２２（ａ）お
よび図２２（ｂ）は、３種類の弁機構６２の構成を示す。
　図２０（ａ）は、同期流路の上面図、図２０（ｂ）は、同期流路の斜視図を示す。
　第１のチャンバ５９から出た液体流路６１は、図２０（ｂ）に示すように、本体１ａの
上面側を通過するように配置されている。液体流路６１上に設けられた弁機構６２は、液
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体流路６１よりも下面側に向かって深い溝を凹設するように設けられている。
【０１０１】
　図２１（ａ）は、同期流路の上面図、図２１（ｂ）は、同期流路の斜視図を示す。
　第１のチャンバ５９から出た液体流路６１は、第１のチャンバ５９から弁機構６２まで
の導出流路７４と、弁機構６２から混合チャンバ６７までの導入流路７５と、を有してい
る。
　導出流路７４は、図２１（ｂ）に示すように、本体１ａの上面側を通るように配置され
、第１の流路８１を含む弁機構６２の上端部に接続されている。
【０１０２】
　導入流路７５は、図２１（ｂ）に示すように、第１の流路８１の下端部に接続され、本
体１ａの下面側を通って混合チャンバ６７に接続されている。
　第１の流路８１は、略円形の横断面形状を有している。
　図２２（ａ）は、同期流路の上面図、図２２（ｂ）は、同期流路の斜視図を示す。
　第１のチャンバ５９から出た液体流路６１は、第１のチャンバから弁機構６２までの導
出流路７４と、弁機構６２から混合チャンバ６７までの導入流路７５と、を有している。
【０１０３】
　導出流路７４は、本体１ａの下面側を通るように配置され、第１の流路８１を含む弁機
構６２の下端部に接続されている。
　導入流路７５は、第１の流路の上端部に接続され、本体１ａの上面側を通って混合チャ
ンバ６７に接続されている。
　第１の流路８１は、略円形の横断面形状を有している。
【０１０４】
　以上のように、本実施形態では、解析容器１の本体１ａと、第１のチャンバ５９と、混
合チャンバ６７と、液体流路６１と、弁機構６２と、本体１ａ内に設けられた回転中心４
３と、を備えている。
　第１のチャンバ５９は、本体１ａ内に設けられ、液体試料を収納する。
　液体流路６１は、第１のチャンバ５９と混合チャンバ６７とを接続し、第１のチャンバ
５９から混合チャンバ６７へ液体試料を移動させる。液体流路６１は、第１のチャンバ５
９から出た液体流路６１が、回転中心４３から見て径方向外側に向かって突出する谷部６
３ａと、谷部６３ａを通過後、再び回転中心４３側に向かって突出する山部６４ａとを含
むサイフォン形状の流路８２を複数組み合わせて構成されている。
【０１０５】
　弁機構６２は、液体流路６１上に設けられ液体流路６１内における液体試料の移動を調
整する。弁機構６２は、流路８２上の谷部６３ａ，６３ｂから山部６４ａ，６４ｂに向か
う途中の位置に設けられている。
　これにより、解析容器１内の流路系のスペースを小さくすることができる。
　すなわち、本実施形態の解析容器１では、弁機構６２は、サイフォン形状の流路８２上
の谷部６３ａ，６３ｂから山部６４ａ，６４ｂに向かう途中の位置に配置されている。
【０１０６】
　このため、液体試料を弁機構６２の位置で確実に一旦停止させ、液体流路６１上におい
て液体試料を保持することができる。
　よって、弁機構６２による液体試料の移動制御と遠心力操作（解析容器１の回転操作）
とを組み合わせて用いることで、液体試料を液体流路６１上に保持した状態で、段階的に
液体試料の移動を制御することができる。この結果、解析容器１内の流路系のスペースを
小さくすることができる。
【０１０７】
　第１発明に係る解析容器は、
　本体と、
　前記本体内に設けられ、液体試料を収納する第１のチャンバと、
　前記本体内に設けられた第２のチャンバと、
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　前記第１のチャンバと前記第２のチャンバとを接続し、前記第１のチャンバから前記第
２のチャンバへ前記液体試料を移動させる液体流路と、
　前記液体流路上に設けられており、前記液体流路内における前記液体試料の移動を調整
する弁機構と、
　前記液体流路に設けられており、前記第１のチャンバに接続される導出流路と、
　前記弁機構に設けられており、前記導出流路に連結され、鉛直方向に沿って延設された
第１の流路と、
を備えている。
【０１０８】
　第２発明に係る解析容器は、第１発明に係る解析容器であって、
　前記導出流路は、毛細管現象の表面張力によって液体を移動させる毛細管流路を有して
いる。
　第３発明に係る解析容器は、第１または第２発明に係る解析容器であって、
　前記導出流路は、第１端が前記第１のチャンバに接続されるとともに、前記本体内に設
けられた回転中心から遠ざかる方向に延設され、前記第１端とは反対側の第２端が前記第
１の流路と接続されている。
【０１０９】
　第４発明に係る解析容器は、第１から第３発明のいずれか１つに係る解析容器であって
、
　前記第１の流路は、略円形の横断面形状を有している。
　第５発明に係る解析容器は、第１から第４発明のいずれか１つに係る解析容器であって
、
　前記導出流路は、前記第１のチャンバの下方に接続され、前記本体の下方側を通って前
記第１の流路に接続される。
【０１１０】
　第６発明に係る解析容器は、第５発明に係る解析容器であって、
　前記液体流路は、第１端が前記第１の流路に連結されるとともに、前記第１端とは反対
側の第２端が前記第２のチャンバに接続された導入流路を有し、
　前記導入流路は、前記本体の上方側を通って、前記第２のチャンバの上方に接続されて
いる。
【０１１１】
　第７発明に係る解析容器は、第１から第４発明のいずれか１つに係る解析容器であって
、
　前記導出流路は、前記第１のチャンバの上方に接続されるとともに、前記本体の上方側
を通って前記第１の流路に接続される。
　第８発明に係る解析容器は、第７発明に係る解析容器であって、前記液体流路は、
　第１端が前記第１の流路に連結されるとともに、前記第１端とは反対側の第２端が前記
第２のチャンバに接続される導入流路を有し、
　前記導入流路は、前記本体の下方側を通って、前記第２のチャンバの下方に接続されて
いる。
【０１１２】
　第９発明に係る解析容器は、第５から第８発明のいずれか１つに係る解析容器であって
、
　前記導入経路は、毛細管現象の表面張力によって前記液体試料を移動させる毛細管流路
を有している。
　第１０発明に係る解析容器は、第６発明に係る解析容器であって、
　前記第１の流路の横断面の面積は、前記導入流路および前記導出流路よりも大きい。
【０１１３】
　第１１発明に係る解析容器は、
　本体と、
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　前記本体内に設けられ、液体試料を収納する第１のチャンバと、
　前記本体内に設けられた第２のチャンバと、
　前記第１のチャンバと前記第２のチャンバとを接続し、前記第１のチャンバから前記第
２のチャンバへ前記液体試料を移動させる液体流路と、
　前記液体流路上に設けられ、前記液体流路における前記液体試料の移動を調整する弁機
構と、
　前記本体内に設けられた回転中心と、
を備え、
　前記液体流路は、前記第１のチャンバから出た流路が、前記回転中心から見て径方向外
側に向かって突出する谷部と、前記谷部を通過後再び前記回転中心側に向かって突出する
山部とを含むサイフォン形状の流路を有しており、
　前記弁機構は、前記液体流路上の前記谷部から前記山部にかかる位置に配置されている
。
【０１１４】
　第１２発明に係る解析容器は、第１１発明に係る解析容器であって、前記弁機構は、前
記第１のチャンバに対して、前記回転中心から見て径方向に遠い位置に配置されている。
　第１３発明に係る解析容器は、第１１または第１２発明に係る解析容器であって、前記
液体流路は、前記本体の上方側を通過するように配置され、前記液体流路上に設けられた
前記弁機構は、前記液体流路よりも下方に深い溝を凹設して設けられている。
【０１１５】
　第１４発明に係る解析容器は、第１１または第１２発明に係る解析容器であって、
　前記弁機構は、鉛直方向における下方に延設された第１の流路を有し、
　前記液体流路は、前記第１のチャンバから前記弁機構までの導出流路と、前記弁機構か
ら前記第２のチャンバまでの導入流路と、を含むように形成され、
　前記導出流路は、前記本体の上方側を通って前記第１の流路の上方側に接続され、
　前記導入流路は、前記第１の流路の下方側に接続され、前記本体の下方側を通って前記
第２のチャンバに接続されている。
【０１１６】
　第１５発明に係る解析容器は、第１１または第１２発明に係る解析容器であって、
　前記弁機構は、鉛直方向における上方に延設された第１の流路を有し、
　前記液体流路は、前記第１のチャンバから前記弁機構までの導出流路と、前記弁機構か
ら前記第２のチャンバまでの導入流路と、を含むように構成され、
　前記導出流路は、前記本体の下方側を通って前記第１の流路の下方側に接続され、
　前記導入流路は、前記第１の流路の上方側に接続され、前記本体の上方側を通って前記
第２のチャンバに接続されている。
【０１１７】
　第１６発明に係る解析容器は、第１４または第１５発明に係る解析容器であって、
　前記第１の流路は、略円形の横断面形状を有している。
　第１７発明に係る解析容器は、第１４から第１６発明のいずれか１つに係る解析容器で
あって、
　前記第１の流路の横断面の面積は、前記導入流路または前記導出流路の横断面の面積よ
りも大きい。
【０１１８】
　第１８発明に係る解析容器は、第１１から第１７発明のいずれか１つに係る解析容器で
あって、
　前記液体流路は、毛細管現象による表面張力によって前記液体試料を移動させる。
　第１９発明に係る解析容器は、第１１から第１８発明のいずれか１つに係る解析容器で
あって、
　前記液体流路の前記谷部は、前記第１のチャンバに対して、前記回転中心から見て径方
向に遠い位置に設けられ、
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　前記液体流路の前記山部は、前記第１のチャンバに対して、前記回転中心から見て径方
向に近い位置に設けられている。
【０１１９】
　第２０発明に係る解析容器は、第１１から第１９発明のいずれか１つに係る解析容器で
あって、
　前記第１のチャンバは、前記液体試料を収納可能であって、
　前記回転中心を中心にして回転した際に生じる遠心力に対して前記液体試料が径方向外
周側に移動した場合の前記第１のチャンバの液面の高さに対して、
　前記液体流路の前記谷部は、前記回転中心から見て径方向に遠い位置に設けられており
、
　前記液体流路の前記山部は、前記回転中心から見て径方向に近い位置に設けられている
。
【０１２０】
　第２１発明に係る解析容器は、
　本体と、
　前記本体内に設けられており、液体試料を分注する分注チャンバと、
　前記分注チャンバに接続され、分注された前記液体試料を保持する定量チャンバと、
を備え、
　前記分注チャンバと前記定量チャンバのそれぞれの接続部には、前記定量チャンバに前
記液体試料を流入させる流入口と、前記定量チャンバから前記液体試料を流出させる流出
口とが設けられており、
　前記流入口および前記流出口は、表面張力弁として機能する。
【０１２１】
　第２２発明に係る解析容器は、第２１発明に係る解析容器であって、
　前記定量チャンバの前記液体試料と生体化学分析用の試薬とを反応させる反応チャンバ
を、さらに備え、
　前記定量チャンバと前記反応チャンバとは、毛細管流路によって接続されている。
　第２３発明に係る解析容器は、第２１または第２２発明に係る解析容器であって、
　前記分注チャンバと前記定量チャンバとのそれぞれの接続部に設けられた隔壁を、さら
に備え、
　前記隔壁の両端には、前記流入口と、前記流出口と、がそれぞれ設けられている。
【０１２２】
　第２４発明に係る解析容器は、第２１から第２３発明のいずれか１つに係る解析容器で
あって、
　前記分注チャンバは、前記本体に設けられた回転中心を中心として円弧状に形成されて
おり、
　前記定量チャンバは、前記分注チャンバに対して、径方向外周側に櫛状に延設されてい
る。
【０１２３】
　第２５発明に係る解析容器は、第２１から第２４発明のいずれか１つに係る解析容器で
あって、
　複数の前記定量チャンバは、前記本体に設けられた回転中心を中心とするほぼ同じ円周
上に配置されている。
　第２６発明に係る解析容器は、第２３発明に係る解析容器であって、
　複数の前記隔壁は、前記本体に設けられた回転中心を中心とするほぼ同じ円周上に配置
されている。
【０１２４】
　第２７発明に係る解析容器は、第２１から第２６発明のいずれか１つに係る解析容器で
あって、
　複数の前記流入口および前記流出口は、前記本体に設けられた回転中心を中心とするほ
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ぼ同じ円周上に配置されている。
　第２８発明に係る解析容器は、
　回転可能な本体と、
　前記本体に設けられた検体が注入されるとともに、検体採取具を挿入可能な挿入口と、
　前記挿入口から注入された検体を抽出する検体抽出チャンバと、
　前記検体抽出チャンバに設けられ、前記検体採取具を保持する保持部と、
を備えている。
【０１２５】
　第２９発明に係る解析容器は、第２８発明に係る解析容器であって、
　前記保持部は、スワブを保持する。
　第３０発明に係る解析容器は、第２８または第２９発明に係る解析容器であって、
　前記保持部は、前記本体の回転中心に対して外周位置に設けられた突起と、内周位置に
設けられ前記突起との間において前記検体採取具を挟持する検体抽出チャンバ内壁と、を
有している。
【０１２６】
　第３１発明に係る解析容器は、第２８から第３０発明のいずれか１つに係る解析容器で
あって、
　前記挿入口を塞ぐ蓋を、さらに備えており、
　前記蓋は、その内面側に、前記検体採取具に当接して保持するガイドを有している。
　第３２発明に係る解析容器は、第２８から第３１発明のいずれか１つに係る解析容器で
あって、
　前記検体抽出チャンバにおいて抽出された検体を試薬と混ぜ合わせる反応チャンバを、
さらに備えている。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明の解析容器は、解析容器を密封するとともに、解析容器内の液体検体がチャンバ
間を移動可能とすることができるという効果を奏することから、遺伝子増幅を用いた遺伝
子解析用途としての密封型の解析容器としての適用が大いに期待される。
【符号の説明】
【０１２８】
　１　　　解析容器
　１ａ　　本体
　２　　　スワブ
　２ａ　　先端部分
　３　　　挿入口
　４　　　測定装置
　４ａ　　キャップ（蓋）
　５　　　解析容器搬入トレイ
　６　　　解析容器ベース
　７　　　上面フィルム
　８　　　チャンバ
　９　　　下面フィルム
１０，１０ａ，１０ｂ　充填口
１１　　　シール材
１２　　　回転軸挿入孔
１３　　　検体抽出チャンバ
１４　　　検体定量チャンバ
１５　　　液体流路
１６　　　ベント流路（空気流路）
１７　　　オーバフローチャンバ
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１８　　　流路
１９　　　混合チャンバ
２０　　　毛細管流路
２１　　　検体希釈チャンバ
２２　　　ブランクチャンバ
２３　　　液体流路
２４　　　ベント流路
２５　　　毛細管流路
２６　　　試薬装填チャンバ
２７　　　分注チャンバ
２８ａ，２８ｂ，２８ｃ　定量チャンバ
２９　　　オーバフローチャンバ
３０　　　トラップチャンバ
３１　　　溜まり部
３２ａ，３２ｂ，３２ｃ　反応チャンバ
３３ａ，３３ｂ，３３ｃ　ポンプチャンバ
３４　　　ベント流路
３５ａ，３５ｂ　突起（保持部）
３６　　　内壁（保持部、検体抽出チャンバ内壁）
３７　　　ガイド
３８　　　弁機構
３９　　　第１のチャンバ
４０　　　第２のチャンバ
４１　　　液体流路
４１ａ　　谷部
４１ｂ　　山部
４２　　　ベント流路（空気流路）
４３　　　回転中心
４４　　　接続点
４６ａ，４６ｂ，４６ｃ，４６ｄ　弁機構
４７ａ，４７ｂ，４７ｃ，４７ｄ　毛細管流路
４８ａ，４８ｂ，４８ｃ，４８ｄ　第１の流路
４９　　　第２の流路
５０　　　接続点
５１　　　接続点
５１ａ　　開口
５２　　　弁機構
５３ａ　　導出流路
５３ｂ　　導入流路
５４　　　弁機構
５４ａ，５４ｂ　第１の流路
５６ａ，５６ｂ，５６ｃ　流入口
５７ａ，５７ｂ，５７ｃ　流出口
５８ａ，５８ｂ，５８ｃ　隔壁
５９　　　第１のチャンバ
６１　　　液体流路
６２　　　弁機構
６３ａ，６３ｂ　谷部
６４ａ，６４ｂ　山部
６５　　　第３のチャンバ
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６６　　　第４のチャンバ
６７　　　混合チャンバ
６８　　　サイフォン型流路
６８ａ　　谷部
６８ｂ　　山部
６９　　　サイフォン型流路
６９ａ　　谷部
６９ｂ　　山部
７０，７１，７２，７３　ポイント
７４　　　導出流路
７５　　　導入流路
７６　　　毛細管流路
７７　　　貯留部
８０　　　第１の壁面
８１　　　第１の流路
８２　　　流路

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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